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公立学校共済組合では、毎年59歳になる組合員または年金待機者に「年
金見込み額のお知らせ」を送付していましたが、12月生まれの組合員から
毎年誕生月に「ねんきん定期便（はがき）」を発送することとなりました。（35
歳、45歳、59歳の方へは封書を送付します。59歳のときは特に注意し確認
してください。将来の年金請求手続のもとになります。）
詳細については、以下のとおりです。

ねんきん定期便

組合員または組合員であった者が在職中の病気やけがで精神や身体に障害を負った状態になったとき、受給要件を
満たせば障害厚生（共済）年金が支給されます。平成27年9月30日までは障害共済年金の受給権者が在職中の場合、支
給が停止されていましたが、平成27年10月1日以降は新たに障害厚生年金の受給権者になった者も含めて在職中で
あっても支給されるようになりました。（経過的職域加算額を除く。）

ａ. 在職中に初診日があること。
ｂ. 国民年金の保険納付要件を満たしていること。
ｃ. 初診日から1年6月を経過した日（以下「障害認定
日」）において障害等級の1～3級に該当するこ
と。ただし初診日から1年6月の間に右の症例に
該当した場合は、それぞれの日が障害認定日と
なります。

すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。また、ジェネリック医薬品に変更して
も、医薬品によっては窓口支払額に差額がほとんど生じない場合もあります。あらかじめ薬剤
師と相談されることをおすすめします。

※1　障害等級が1～2級のときは、日本年金機構から障害基
礎年金も同時に受給できます。

※2　受給要件の障害等級は、市町村が発行する身体障害者
手帳等の等級とは異なります。

障害厚生（共済）年金

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは厚生労働省が先発医薬品と同等
と認めた医薬品です。
先発医薬品の特許が切れた後に有効成分、効果などが同じ医薬品と

して新たに販売される安価な医薬品です。

ジェネリック医薬品の詳細は、こちらのホームページをご覧ください。
厚生労働省「後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進について」　http:www.mhlw.gp.jp/

受給要件

手続の流れ

ジェネリック医薬品で薬代が節約できます。

先発医薬品（新薬）は、医薬品メーカーによって独占的に製造・販売で
きる特許期間があります。しかし、その特許期間等が終わると、有効成分
や製法等は国民共有の財産となり、厚生労働大臣の承認を得れば、他の
医薬品メーカーでも製造・販売することができるようになります。
ジェネリック医薬品の開発には、期間が新薬ほどかからず、費用も少な

くするため、薬の価格も安くなっています。

どうして安いのでしょう?

まずは、医師や薬剤師に相談しましょう。
病院等で発行される処方箋にジェネリック医薬品の名称が記載されていれば、薬局で調剤してもらうことが出
来ます。
また、処方箋には、ジェネリック医薬品への「変更不可」欄があり、この欄に医師のサインがなければ、薬剤師と
相談してジェネリック医薬品を選ぶことができます。

ジェネリック医薬品を処方してもらうには?

注意

お知らせ
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対象者

昭和31年12月以降に生まれた方全員

発送方法

毎年誕生月に公立学校共済組合本部から自宅あて送付

通知内容

・年金加入期間（加入した全ての公的年金制度についての記録）
・年金見込額　50歳以上：60歳まで継続したものとしての見込額

50歳未満：作成時までの加入実績に基づいた見込額
・掛金（保険料）納付状況（直近13ヵ月）
※12月生まれの方については平成28年1月以降に発送予定です。

特例傷病 障害認定日

上肢、下肢を切断・離断

その日

人工骨頭又は、人工関節を挿入置換

心臓ペースメーカー又は、人工弁を装着

在宅酸素療法

人工膀胱を造設

喉頭を全摘出

人工透析療法を施行 開始日から3か月経過した日

人工肛門を造設、尿路変更術を施行 手術から6か月を経過した日
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